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研究成果の概要（和文）：　本研究は、ローマ帝国におけるアリメンタ制度（子弟養育制度）の皇帝権力側の目
的として、それが寛大で慈悲深い市民の「父」という皇帝の自己アピールであったことを確認するとともに、そ
のようなイメージの発信が街道を基軸とした統治システムを前提としたものであったことを示した。また、アリ
メンタ制度を実施する都市の側の目的にも着目する必要があることを指摘し、その目的のひとつとして皇帝権力
との関係強化が挙げられることを確認した。

研究成果の概要（英文）：This study demonstrates that the alimenta system (a child-rearing support 
program) in the Roman Empire served, from the perspective of imperial power, as a means for the 
emperor to present himself as a munificent and benevolent "father" to the citizens. It further shows
 that the dissemination of such an image was predicated on a governance system centered around the 
imperial road network. Additionally, the study highlights the necessity of considering the 
objectives of the municipalities that implemented the alimenta, confirming that one such objective 
was to strengthen their relationship with imperial power.

研究分野：西洋古代史

キーワード： 古代ローマ　イタリア　都市　官僚制　救貧制度　ラテン碑文
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究は、アリメンタ制度（子弟養育制度）に視点を定め、ローマ帝国における皇帝権力と都市の関係につい
て考察することで、ローマ帝国の支配の特質や統治構造の特徴の一端を明らかにした。また、現代の福祉制度と
も比較される同制度の実施方法や目的について分析することで、地方エリートを担い手としたローマ帝国の都市
社会の特質の把握にも貢献した。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
 
本研究は、古代ローマのアリメンタ制度（子弟養育制度）に焦点をあて、ローマ帝国における
皇帝権力と地方都市の関係について考察することを課題とする。アリメンタ制度とは、皇帝や地
方エリートなどの富裕者が地方都市において基金を設定して土地所有者に資金を貸与し、そこ
から得られる利子収入で少年・少女に義捐金を給付する養育制度である。 
近年、後 284 年以降のローマの後期帝政が経済・社会に対する国家的統制を特徴とする「強
制国家」であったという伝統的な史観が厳しい批判を受けている。その結果、後期帝政を専制君
主政とする従来の見方は大きく修正されるにいたった。 
しかしながら、その一方で、前 27年から後 284年にいたるまでの前期帝政の自由放任主義的
な性格を見直す研究は進展していない。むしろ、前期帝政の官僚機構が小規模であったことを再
確認し、統治行政の実務が都市の自治に委ねられていたという、従来的な見方を強調する研究も
出されている。こうした研究状況に鑑みるならば、前期帝政の皇帝権力による帝国統治を「小さ
な政府」とは異なる観点から再検討する作業が必要であるように思われる。 
そこで本研究は、現代の福祉制度とも比較されることのあるアリメンタ制度の分析をつうじ
て、帝政前期の皇帝権力がイタリア都市に対してどのような影響力を及ぼしたのかについて考
察することを課題としたい。 
 
 
２．研究の目的 
 
古代ローマのアリメンタ制度に関する近年の研究は、同制度を皇帝のイデオロギーの発露と
する傾向が強い。1989 年の C. Bossu の研究は、アリメンタ制度を人口増加策ないし農業支援策
と解してきた従来説の問題点を指摘し、結局アリメンタ制度は実利をもたらしうるものではな
いと指摘した。これをうけ、1990 年の G. Woolf の研究は、アリメンタ制度の受給者は貧困家庭
の子弟ではないという点と、皇帝はアリメンタ制度で自身の「寛大さ」を誇示したのだという点
を指摘した。そして、その後のアリメンタ研究は、Woolf の提示した２つ目の論点を検証するか
たちで進められることとなる。2002 年の W. Jongman および 2008 年の G. Seelentag の研究は、
とりわけトラヤヌス帝がアリメンタ制度をつうじて「市民の『父』」というイメージをアピール
したことを強調した。 
これに対し、イデオロギーとは異なった角度からアリメンタ制度を分析した研究も発表され
ている。まずアリメンタ制度から給付を受けた市民に関しては、1998 年に L. Wierschowski が
Woolf に対する反論を試みており、アリメンタ制度の受給者は経済的弱者であったと論じた。他
方、2014 年の A. Roncaglia の研究はふたたびアリメンタ基金から貸与を受けた土地所有者に注
目し、アリメンタ制度は都市エリートのためのものであったと論じた。 
本研究は、アリメンタ制度に関する近年のこのような研究動向を背景として、同制度の政治
的・社会的背景や目的を再考しようとするものである。 
 
 
３．研究の方法 
 
本研究は、おもにラテン語碑文を分析対象とする。とりわけ重要なのは、北イタリアのウェレ
イア出土の碑文（CIL, XI, 1147 = ILS, 6675）と南イタリアのリグレス・バエビアニ出土の碑
文（CIL, IX, 1455 = ILS, 6509）である。これらは、アリメンタ基金から貸付を受けた土地所
有者の名前と土地の評価額などを記しており、アリメンタ制度に参加した市民の社会層などに
関する重要な情報を提供する。また、これらのほかにも、アリメンタ制度の管理にあたったアリ
メンタ長官（praefectus alimentorum）やアリメンタ担当プロクラトル(procurator 
alimentorum)などの帝国官僚や、都市レベルでの実務にあたったアリメンタ担当クアエストル
（quaestor alimentorum）などに関するラテン語碑文もあり、これらも本研究にとって重要な史
料となる。 
 
 
４．研究成果 
 
アリメンタ制度に関するかつての研究は、同制度を人口増加策（とりわけ将来にローマ軍団の
兵士となる男児の育成）や、低利の融資をつうじた農業支援策と理解してきた。こうした旧来的
な学説は、近年でもこれを支持する研究者はいるものの、近年の研究では否定される傾向にある。 
近年の研究は、アリメンタ制度に関して次のような理解を示している。まず受給者の問題に関
しては、アリメンタ制度の支援を受けた子供たちが市民権保持者であったことがあらためて強



調され、アリメンタ制度を福祉制度ないし慈善事業とする見方に対して留保が示されている。他
方、アリメンタ制度の目的に関しては、皇帝が寛大で慈悲深い市民の「父」というイメージを発
信することにあったとする見解が提出されている。こうした理解は確かに、アリメンタ制度の皇
帝権力側の目的ないし動機をよくとらえているように思われる。 
アリメンタ制度のこうした性格を理解するために、本研究は街道に着目した。ローマ帝政前期
のイタリアには街道網が張りめぐらされ、街道監督官（curator viarum）が街道の維持管理にあ
たっていた。しかし街道監督官は、そうした本来の任務に加え、様々な行政活動にも従事してい
た。そのような副次的な活動のなかでも最も重要だったのは、アリメンタ制度の管理であった。
アリメンタ制度の運用が街道監督官によって管理された理由として、（少なくとも２世紀前半ま
では）イタリアで地方行政に関わる帝国官僚が街道監督官のみであったことが挙げられる。街道
監督官は、その任務を遂行する際に、土地（公有地および私有地）に関わる業務が多かったと思
われるが、アリメンタ制度が土地を担保とした貸付により運営されていたことに鑑みれば、同制
度の監督者として適任であっただろう。アリメンタ制度は、ローマ皇帝の出資により子供たちに
手当を支給するものであったが、上述のように、この事業をつうじて皇帝は寛大で慈悲深い市民
の「父」という自己アピールをおこなった。したがって、皇帝によるこのようなイメージの発信
は、街道を基軸とした統治システムを前提としたものであったといえよう。ただし、この論点に
関しては今後、街道監督官が兼任することの多かったアリメンタ長官（praefectus alimentorum）
や、騎士身分の帝国官僚であるアリメンタ担当プロクラトル（procurator alimentorum）、そし
て、都市においてアリメンタ制度の運用を担ったアリメンタ担当クアエストル（quaestor 
alimentorum）に関して踏み込んだ分析をおこなう必要があるだろう。 
ところで、アリメンタ制度は、イタリアの 50 以上の都市で実施されたことが確認できるが、
現存する史料が実施規模をどの程度反映しているかを判断するのは難しいものの、イタリア内
のすべての都市でおこなわれたとは考えにくい。その際、アリメンタ制度を実施する都市がどの
ような基準で選ばれたのかを史料から探ることは難しいが、実施に際しては、都市側からの誘致
も重要な契機となったのではないかと考えられる。このような都市の側のイニシアティヴとい
う点を考慮するなら、都市レベルでのアリメンタ制度の目的ないし動機にも着目する必要が出
てくるだろう。 
この問題を考えるに際し、アリメンタ制度の受給者に関する L. Wierschowski の次のような
指摘も重要である。すなわち、ウェレイアではアリメンタ基金から貸与を受けた人物の最小の土
地所有は 50,000 セステルティウスで、この人物はこの土地評価額の８％にあたる 4,000 セステ
ルティウスを基金から借り入れ、年間 200 セステルティウスの利子を支払うことになる。もしこ
の人物に男児がいて、その男児がアリメンタ制度の受給者であったならば、その男児は毎月 16
セステルティウス、年間で 192 セステルティウスを受け取ることとなり、年間に親が支払う利子
とほぼ変わらない額になる。ここから Wierschowski は、アリメンタ制度の受給者は経済的弱者
であったとする。この結論の当否については検討の余地があるが、アリメンタ制度が特定の社会
層が受益者となるよう巧みに制度設計されていたことは明らかであろう。したがって、同制度を
皇帝のイデオロギーの発露とする解釈だけでは不十分であるように思われる。 
こうしてみると、アリメンタ制度において、基金から貸与を受ける土地所有者と手当を受ける
市民との間に「線引き」がおこなわれているようにみえ、ここにアリメンタ制度の都市側の目的
ないし動機を読み解く鍵が隠されているように思われる。土地所有者に着目するならば、ウェレ
イアのアリメンタ碑文に挙げられている者たちは、富裕層のなかでも中下位の者たちの数が多
い。また、近年の F. Dal Cason や A. Roncaglia の研究は、基金から貸与を受けていた土地所有
者が富裕層であったことから、同制度の目的が都市エリートに関わるものであることを指摘し
ている。 
ローマ帝国における皇帝権力と都市の関係に関するこれまでの研究代表者の研究成果をふま
えるなら、都市レベルのアリメンタ制度の目的のひとつとして、皇帝権力との関係強化が挙げら
れるだろう。では、都市はアリメンタ制度をつうじて皇帝権力との関係を緊密にすることで、ど
のような支援を引き出そうとしたのか、あるいは、当時の都市社会はどのような支援を必要とす
る状況にあったのか。今後、アリメンタ制度を研究する際にはこうした問題に取り組む必要があ
る。 
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